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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第90期

第２四半期
累計期間

第91期
第２四半期
累計期間

第90期

会計期間
自　2022年１月１日
至　2022年６月30日

自　2023年１月１日
至　2023年６月30日

自　2022年１月１日
至　2022年12月31日

売上高 (千円) 3,297,725 2,977,215 6,361,341

経常利益 (千円) 402,093 258,622 652,325

四半期(当期)純利益 (千円) 282,377 195,390 491,846

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 175,500 175,500 175,500

発行済株式総数 (株) 3,510,000 3,510,000 3,510,000

純資産額 (千円) 4,661,619 4,974,102 4,818,847

総資産額 (千円) 7,559,540 7,765,831 7,283,862

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 83.95 58.09 146.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 15.00 15.00 30.00

自己資本比率 (％) 61.7 64.1 66.2

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 15,256 387,083 169,727

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △96,520 △50,472 △201,107

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △99,337 △51,990 △151,796

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,369,616 2,651,664 2,367,042
 

 

回次
第90期

第２四半期
会計期間

第91期
第２四半期
会計期間

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2023年４月１日
至　2023年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 41.15 38.79
 

(注) １　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更

はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大は、今後の経過によっては、当社の事業活動及び収益確保に影響を及ぼす

可能性があります。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第２四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられ、経済活動が正常化し始めた

一方で、原材料の高騰や急速な円安などによる物価の上昇など、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の下で、当第２四半期累計期間における当社の業績は、主力製品である半導体製造装置関連は、

前第４四半期からお客様側で当社以外の部品が不足し装置の組立てが停滞したことにより、お客様側での在庫が増

加し、第１四半期まで出荷調整の影響が残り売上及び利益とも大幅に落込みましたが、第２四半期は順調に回復い

たしました。しかしながら第１四半期の落込みが大きく当累計期間では減少となりました。また、ＦＰＤ（有機Ｅ

Ｌ・液晶）製造装置関連も、コロナ禍の巣籠もり需要が一巡したことによる調整局面が続いております。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は321百万円減収の2,977百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は

150百万円減益の249百万円（前年同期比37.6％減）、経常利益は143百万円減益の259百万円（前年同期比35.7％

減）、四半期純利益は87百万円減益の195百万円（前年同期比30.8％減）となり、当初の予想通りとなりました。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

特殊合金事業

特殊合金事業は上述の通り、主力製品である半導体製造装置関連は、前第４四半期からお客様側で当社以外の

部品が不足し装置の組立てが停滞したことにより、お客様側での在庫が増加し、第１四半期まで出荷調整の影響

が残り売上及び利益とも大幅に落込みましたが、第２四半期は順調に回復いたしました。しかしながら第１四半

期の落込みが大きく当累計期間では減少となりました。また、ＦＰＤ（有機ＥＬ・液晶）製造装置関連も、コロ

ナ禍の巣籠もり需要が一巡したことによる調整局面が続いております。

この結果、売上高は2,901百万円（前年同期比9.9％減）、営業利益は188百万円（前年同期比44.3％減）となり

ました。

 

不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、前年同期と同額で推移し、売上高は76百万円、営業利益は60百万円となりました。
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(2) 財政状態の状況

総資産は、前事業年度末より482百万円増加し7,766百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加額285百

万円、棚卸資産の増加額300百万円、電子記録債権の減少額125百万円等によるものです。

負債は、前事業年度末より327百万円増加し2,792百万円となりました。これは主に買掛金の増加額261百万円等に

よるものです。

純資産は、前事業年度末より155百万円増加し4,974百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額145百万

円等によるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ285百万円増加し2,652百万円となり

ました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、387百万円（前年同期15百万円）となりました。これは主に税引前四半

期純利益259百万円、仕入債務の増加額261百万円、売上債権の減少額103百万円、減価償却費82百万円等の増加要

因が棚卸資産の増加額300百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、△50百万円（前年同期△97百万円）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出32百万円及びソフトウエアの取得による支出15百万円等によるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、△52百万円（前年同期△99百万円）となりました。これは主に配当金

の支払額50百万円等によるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は134百万円であります。

なお、当第２四半期累計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,000,000

計 6,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,510,000 3,510,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数　100株

計 3,510,000 3,510,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年４月１日～
2023年６月30日

― 3,510,000 ― 175,500 ― 133,432
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(5) 【大株主の状況】

2023年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内２－６－１ 509 15.1

村　岡　克　彦 滋賀県大津市 359 10.7

株式会社湊組 和歌山県和歌山市湊２－12－24 271 8.1

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 157 4.7

石　田　龍　山 京都府京都市左京区 146 4.3

株式会社山本本店 三重県桑名市中央町３－23 107 3.2

日東紡績株式会社 福島県福島市郷野目字東１ 100 3.0

清　水　長　助 鹿児島県鹿児島市 70 2.1

新報国マテリアル取引先持株会 埼玉県川越市新宿町５－13－１ 45 1.3

宇　田　　肇 静岡県沼津市 43 1.3

計 ― 1,807 53.7
 

(注)　上記のほか当社所有の自己株式146千株があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

146,400

完全議決権株式(その他)
普通株式

33,568 ―
3,356,800

単元未満株式　(注)
普通株式

― ―
6,800

発行済株式総数 3,510,000 ― ―

総株主の議決権 ― 33,568 ―
 

(注)　「単元未満株式」には、当社所有自己株式29株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
新報国マテリアル㈱

埼玉県川越市新宿町
５－13－１

146,400 ― 146,400 4.2

計 ― 146,400 ― 146,400 4.2
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年４月１日から2023年６月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2023年１月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当第２四半期会計期間
(2023年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,367,042 2,651,664

  受取手形及び売掛金 814,997 836,629

  電子記録債権 593,936 468,907

  製品 137,591 257,976

  原材料 588,035 530,814

  仕掛品 1,247,885 1,484,821

  未収入金 8,272 3,887

  その他 15,916 18,983

  貸倒引当金 △142 △132

  流動資産合計 5,773,532 6,253,549

 固定資産   

  有形固定資産 1,325,468 1,303,816

  無形固定資産 30,498 40,992

  投資その他の資産 154,363 167,473

  固定資産合計 1,510,330 1,512,282

 資産合計 7,283,862 7,765,831

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 287,780 548,952

  未払法人税等 118,225 70,479

  賞与引当金 16,517 16,944

  その他 176,523 283,659

  流動負債合計 599,044 920,034

 固定負債   

  長期借入金 1,500,000 1,500,000

  退職給付引当金 198,199 206,153

  その他 167,772 165,542

  固定負債合計 1,865,971 1,871,695

 負債合計 2,465,015 2,791,729

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 175,500 175,500

  資本剰余金 219,834 219,834

  利益剰余金 4,436,514 4,581,450

  自己株式 △49,912 △49,912

  株主資本合計 4,781,935 4,926,872

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 36,913 47,230

  評価・換算差額等合計 36,913 47,230

 純資産合計 4,818,847 4,974,102

負債純資産合計 7,283,862 7,765,831
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年６月30日)

売上高 3,297,725 2,977,215

売上原価 2,524,332 2,338,571

売上総利益 773,393 638,643

販売費及び一般管理費 ※  374,705 ※  389,963

営業利益 398,688 248,681

営業外収益   

 受取配当金 1,443 1,649

 助成金収入 3,225 ―

 原材料売却益 7,251 2,336

 その他 9,976 9,612

 営業外収益合計 21,895 13,597

営業外費用   

 支払利息 3,480 3,484

 借入手数料 13,000 ―

 その他 2,010 172

 営業外費用合計 18,489 3,656

経常利益 402,093 258,622

税引前四半期純利益 402,093 258,622

法人税、住民税及び事業税 149,885 63,426

法人税等調整額 △30,168 △195

法人税等合計 119,717 63,231

四半期純利益 282,377 195,390
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 402,093 258,622

 減価償却費 78,213 82,365

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △10

 受取配当金 △1,443 △1,649

 助成金収入 △3,225 ―

 支払利息 3,480 3,484

 売上債権の増減額（△は増加） △232,647 103,397

 棚卸資産の増減額（△は増加） △539,239 △300,100

 仕入債務の増減額（△は減少） 189,759 261,172

 未収消費税等の増減額（△は増加） 48,140 －

 未収入金の増減額（△は増加） △8,130 4,385

 賞与引当金の増減額（△は減少） 63,936 427

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,036 7,954

 その他 91,436 77,308

 小計 99,433 497,354

 利息及び配当金の受取額 1,443 1,649

 利息の支払額 △3,484 △3,487

 助成金の受取額 3,225 －

 法人税等の支払額 △97,231 △108,432

 法人税等の還付額 11,869 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,256 387,083

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △91,392 △32,442

 ソフトウエアの取得による支出 △5,450 △15,433

 その他 322 △2,597

 投資活動によるキャッシュ・フロー △96,520 △50,472

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 600,000 －

 長期借入金の返済による支出 △615,000 －

 配当金の支払額 △82,983 △49,684

 リース債務の返済による支出 △1,354 △2,307

 財務活動によるキャッシュ・フロー △99,337 △51,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,601 284,621

現金及び現金同等物の期首残高 2,550,217 2,367,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,369,616 ※  2,651,664
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 
(四半期損益計算書関係)

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

役員報酬 37,620千円 41,100千円

従業員給与 77,321千円 74,882千円

賞与引当金繰入額 21,066千円 4,485千円

退職給付費用 2,392千円 2,655千円

研究開発費 94,896千円 110,885千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

現金及び預金 2,369,616千円 2,651,664千円

預入期間が３か月超の定期預金 ― 千円 ― 千円

現金及び現金同等物 2,369,616千円 2,651,664千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月25日
定時株主総会

普通株式 84,097 25.00 2021年12月31日 2022年３月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年８月９日
取締役会

普通株式 50,455 15.00 2022年６月30日 2022年９月１日 利益剰余金
 

 

当第２四半期累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年３月28日
定時株主総会

普通株式 50,454 15.00 2022年12月31日 2023年３月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年８月10日
取締役会

普通株式 50,454 15.00 2023年６月30日 2023年９月１日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計

特殊合金事業
不動産賃貸

事業
計

売上高      

　顧客との契約から生じる収益 3,221,622 ― 3,221,622 ― 3,221,622

　その他の収益 ― 76,104 76,104 ― 76,104

  外部顧客への売上高 3,221,622 76,104 3,297,725 ― 3,297,725

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,221,622 76,104 3,297,725 ― 3,297,725

セグメント利益 338,404 60,284 398,688 ― 398,688
 

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計

特殊合金事業
不動産賃貸

事業
計

売上高      

　顧客との契約から生じる収益 2,901,111 ― 2,901,111 ― 2,901,111

　その他の収益 ― 76,104 76,104 ― 76,104

  外部顧客への売上高 2,901,111 76,104 2,977,215 ― 2,977,215

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,901,111 76,104 2,977,215 ― 2,977,215

セグメント利益 188,397 60,284 248,681 ― 248,681
 

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項」（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 83円95銭 58円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 282,377 195,390

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 282,377 195,390

普通株式の期中平均株式数(株) 3,363,747 3,363,571
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第91期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）中間配当について、2023年８月10日開催の取締役会において、

2023年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              50,454千円

②　１株当たりの金額      　                   15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  2023年９月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年８月10日

新報国マテリアル株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鹿　　島　　寿　　郎  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寶　　野　　裕　　昭  
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新報国マテ

リアル株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第91期事業年度の第２四半期会計期間（2023年４月１日か

ら2023年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、新報国マテリアル株式会社の2023年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

（注）１　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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